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１.自治会運営に対する補助制度の概要について 

 

この事業は、自治会の運営に要する経費の一部を補助することにより、地域住民の相互理解と融

和を図るとともに、住みよい豊かな地域社会の形成に資することを目的としております。 

 

自治会設立について 

 自治会の認定を受けようとする団体は、速やかに【自治会設立届出書（様式第１号）】及び【自

治会設立経過報告書（様式第２号）】に必要事項を記入のうえ、「会則」、「区域図」、「収入支

出予算書」、「事業計画書」、「設立総会の議事録の写し」を添えて区役所に提出してください。 

なお、届出後に、「会則」「区域図」に変更があった場合は、すみやかに届出をしてください。 

 

補助対象 

自治会：住みよい豊かな地域社会づくりを目的に、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づい

て形成された住民自治組織で、自治会設立届出書を提出し市長が認めたもの 

 

補助限度額 

均等割 ： １０，０００円 ／ 自治会 

世帯割 ：    ７００円 ／ 加入世帯 

例）１００世帯が加入する自治会の補助限度額は、 

【 10,000 円 ＋（ 700 円 × 100 世帯 ） 】 ＝ 80,000 円 になります。 

 

補助対象経費と対象外経費 

１. 対象経費 

 公益的な活動（環境美化、防災・防犯、スポーツ大会、文化活動、広報活動等）に係る経費、

事務費、会議費、研修費、集会所維持管理費 等 

２. 対象外経費 

負担金等（自治会自らの活動を伴わない各種団体への負担金等）、懇親会費（新年会、忘年

会、反省会等）、寄付金・募金、入学・成人・敬老会等の祝金、交際費、慶弔費（香典等）、

積立金、予備費、次年度への繰越金 等 

その他、「衛生協力助成金」などさいたま市が交付した他の補助金の対象経費となっている

場合は、補助対象外となります。 

 

※ 補助対象経費と補助対象外経費の例示は、Ｐ７を参照してください
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加入世帯数の基準日 

令和６年４月１日です。 

ただし、令和６年度途中に設立した自治会は、届出を受理した日を基準日とします。なお、補助

限度額は受理した月の翌月からの計算となります（100 円未満は切り捨て）。 

例）9 月 2 日に 49 世帯が加入する自治会の設立届が受理された場合 

10 月から 3 月の 6 ヵ月分が補助金の交付対象となるため 

［10,000 円＋（700 円×49 世帯）］×6／12 月分＝22,150 円 

100 円未満を切り捨て、補助限度額は 22,100 円 

※ 基準日以降に、加入世帯数に増減があった場合でも、補助限度額の増額又は減額は行いません。 

加入世帯数について 

＜加入世帯数の把握＞ 

※ 加入世帯数を客観的な数字として確認するため、総会資料（収入支出予算書）への記載をお

願いします。 

※ 転出や転入などにより世帯数は日々変動するため、加入世帯数の把握は大変な作業だと思い

ますが、補助金額を算出する重要な基礎数字になりますので、よろしくお願いします。 

＜加入世帯数の数え方＞ 

※ 加入世帯数とは、当該年度の会費納入世帯数又は会費納入見込世帯数ではありません。したが

って、会費減免世帯や会費未納世帯なども加入世帯数に含めます。 

※ 加入世帯数には、法人会員（商店など）を含みます。ただし、自治会規約等に法人会員につい

ての規定をしてください。 

※ 自治会の加入世帯数は、会則の定めに則ってカウントし、ご報告いただきます。時代の流れと

ともに、判断に迷う様々なケースが出てきていると思いますので、P3 の表を参考にしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

2



 

  

 ※
さ

い
た

ま
市

自
治

会
運

営
補

助
金

交
付

要
綱

第
２

条
第

１
号
 

加
入

世
帯

数
の

数
え

方
の

事
例

 
ｶ
ｳ
ﾝ
ﾄ 

可
否

 
留

意
点

 

加
入

し
て

い
る

 
○

 
 

加
入

し
て

い
る

が
、

会
費

を
未

納
や

滞
納

し
て

い
る

 
○

 
 

加
入

し
て

い
る

が
、

会
費

を
減

免
し

て
い

る
 

○
 

会
費

の
減

免
に

つ
い

て
会

則
の

定
め

が
必

要
 

法
人

会
員

、
法

人
賛

助
会

員
と

し
て

加
入

し
て

い
る

 
○

 
法

人
会

員
・

賛
助

会
員

に
つ

い
て

会
則

の
定

め
が

必
要

 

ア
パ

ー
ト

の
オ

ー
ナ

ー
か

ら
入

居
世

帯
数

分
の

会

費
を

割
引

で
納

め
て

も
ら

っ
て

い
る

 

会
則

上
、

ア
パ

ー
ト

の
オ

ー
ナ

ー
を

、
法

人
会

員
や

賛

助
会

員
と

同
等

の
会

員
と

み
な

し
て

い
る

場
合

 
○

 
会

則
の

定
め

が
必

要
 

入
居

世
帯

数
で

は
な

く
オ

ー
ナ

ー
の

数
で

カ
ウ

ン
ト

 

オ
ー

ナ
ー

が
入

居
者

分
の

会
費

を
支

払
っ

て
い

る
物

件
に

つ
い

て
、

会
則

上
そ

の
入

居
者

を
会

員
と

し
て

扱

う
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

る
場

合
 

○
 

会
則

の
定

め
が

必
要

 

入
居

世
帯

数
で

カ
ウ

ン
ト

 

加
入

し
て

い
る

世
帯

が
、
高

齢
者

施
設

等
に

入
所

し

空
き

家
に

な
っ

て
い

る
 

短
期

的
な

入
所

で
、

将
来

的
に

自
宅

に
戻

っ
て

く
る

こ

と
が

明
ら

か
と

な
っ

て
い

る
場

合
 

○
 

 

区
域

内
の

施
設

等
に

入
所

し
、

自
宅

に
戻

る
予

定
は

な

い
が

、
本

人
が

引
き

続
き

自
治

会
員

の
継

続
を

希
望

す

る
場

合
 

○
 

 

区
域

外
の

施
設

に
入

所
し

、
自

宅
に

戻
る

予
定

が
な

い

場
合

 
×

 

区
域

外
の

居
住

者
は

「
一

定
の

区
域

に
住

所
を

有
す

る
者

の
地

縁
に

基
い

て
形

成
さ

れ
た

住
民

自
治

組

織
」

と
い

う
定

義
※
に

あ
て

は
ま

ら
な

い
。

 

未
加

入
 

×
 

 

建
設

中
○

戸
、

販
売

中
○

戸
、

入
居

見
込

み
、

加
入

見
込

み
 

×
 

 

未
加

入
だ

が
、

回
覧

等
は

行
っ

て
い

る
 

×
 

 

未
加

入
だ

が
、

イ
ベ

ン
ト

等
に

は
参

加
し

て
い

る
 

×
 

 

3



 
 

世帯数調査から補助金確定までの流れ 

 

        

 

 

 

 令和６.4    令和６.6    令和６.7   令和６.8    令和７.4    令和７.4 

※年月は目安です。 

1. 世帯数調査について 

区役所から各自治会に、令和６年 4 月 1 日現在の加入世帯数を調査するため、【自治会加入世

帯数調査】を行います。   

※ ここで報告された加入世帯数が、自治会運営補助金の積算根拠となります。 

※ 加入世帯数は、補助金交付申請時に修正することはできませんので、ご注意ください。 

 

2. 交付申請 

  自治会は、【さいたま市自治会運営補助金交付申請書（様式第４号）】に必要事項を記入の上、

次の書類を添えて区役所が指定する日までに提出します。 

（１） 事業計画書（様式第５号） 

（２） 収入支出予算書（様式第６号） 

（３） その他市長が必要と認めた書類 

※ 上記の事業計画書及び収入支出予算書は、その内容を満たす自治会の総会資料の提出をもって

代えることが出来ます。 

 

3. 交付決定 

  区役所は、補助金交付申請書及び添付書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、自

治会に【さいたま市自治会運営補助金交付決定通知書（様式第７号）】を送付します。 

 

4. 交付 

自治会は、交付決定通知書を受け取った後、【さいたま市自治会運営補助金交付請求書（様式

第８号）】を区役所に提出します。 

区役所は、同請求書を受理した後、自治会が指定した口座に補助金を振り込みます。 

 

5. 実績報告 

自治会は、当該年度の活動終了後、【さいたま市自治会運営補助金実績報告書（様式第９号）】

交
付
申
請 

実
績
報
告 

交
付
決
定 

交 

付 

確
定
通
知 

世
帯
数
調
査 

区→自治会 区→自治会 区→自治会 区→自治会 自治会→区 自治会→区 
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に必要事項を記入の上、次の書類を添えて区役所が指定する日までに提出します。 

（１） 事業報告書（様式第１０号） 

（２） 収入支出決算書（様式第１１号） 

※ 上記の事業報告書及び収入支出決算書は、その内容を満たす自治会の総会資料の提出をもって

代えることが出来ます。 

 

6. 確定通知 

区役所は、自治会から提出された実績報告書及び添付書類を審査し、補助金の交付の決定内

容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、当該補助金

の額を確定し、【さいたま市自治会運営補助金補助金額確定通知書（様式第１２号）】を送付し

ます。 

なお、補助金に余剰金があると認められた場合は、その超えた分を返還していただくことに

なります。 

 

 

                             

 

                                 

 

 

 

 

 

7. 電子申請・届出サービスについて 

さいたま市のホームページからオンライン申請ができるようになりました。手続き等の内容

については以下のとおりです。 

【オンライン申請が可能な手続き等】（令和６年４月１日現在） 

① 自治会情報の登録（令和６年度）・・・自治会長・広報担当者の報告、世帯数に関する調査、 

宅建協会及び全日本不動産協会への情報提供の可否 

② さいたま市自治会運営補助金実績報告【令和５年度分】 

③ さいたま市自治会運営補助金交付申請【令和６年度分】 

④ さいたま市自治会運営補助金支払請求【令和６年度分】 

 

 

補助金の説明や申請様式は、さいたま市のホームページからダウンロードでき

ます！ 

 

 

さいたま市／自治会運営に対する補助制度の概要について 検索 
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帳簿類の保管と情報公開 

１. 保管期間 

補助金の交付を受けて実施した活動に関する書類（会計帳簿や領収書など）は、年度ごと

に整理して、５年間保管してください。 

この間、区役所から求められた場合に提示できるようにしてください。 

 

２. 情報公開 

  区役所に提出した書類については、市民から情報公開請求があった場合、個人情報等の非開

示となる部分を除いて、公開することになります。 

留意事項 

◎クレジットカード等の使用について  

補助対象となる支払いについて、クレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合で、

現金換算できる場合は、ポイント分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費とし

てください。 

 

◆ 制度の詳細については、区役所コミュニティ課にお問い合わせください。 
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補助対象経費の例 

項目 補助対象となる経費 

事務費 

・備品費（会議テーブル、椅子等） 

・消耗品費（事務用品、用紙代等） 

・事務局費（アルバイト賃金、電話代、郵送料等） 

・電子回覧板に係る経費 

集会所維持管理費 

・集会所借上費（補助金を受けた場合は除く）・集会所光熱水費 

・集会所設備点検費                   ・集会所火災保険料 

・集会所修繕料（補助金を受けた場合は除く） 

会議費 

・会場費（総会等の会場費） 

・消耗品費（会議資料作成のための用紙代等） 

・印刷製本費（総会資料印刷費等） 

活動経費 

・環境美化活動経費         ・交通安全活動経費 

・防犯活動経費           ・防災活動経費 

・子ども会等の活動経費       ・まつり開催経費 

・運動会等スポーツ大会経費     ・敬老会開催経費 

・会食サービス等経費        ・講習会・研修会等経費 

・文化祭等開催経費         ・広報活動経費 

・複数の自治会等が共同で活動する事業の負担金 

補助対象外経費の例 

経費項目 補助対象外の経費 

負担金 等 ・負担金（自治会自らの活動を伴わない各種団体への負担金） 等 

懇親会費 ・懇親会、親睦会、新年会、忘年会、慰労会、反省会 等 

寄付金・募金 
・寄付金（義援金など） 

・募金（共同募金、歳末助け合い募金等） 

その他 

・役員報酬（役員給与） 

・交際費、慶弔費、祝金、見舞金、香典 

・積立金 

・予備費 

・次年度への繰越金 

※ 補助対象経費にあげている内容の経費であっても、さいたま市が交付した他の補助金の対

象経費となっている場合は、補助対象外経費となります。 

※ ここにあげているのは例示であるため、これ以外の経費については、補助金交付目的に照

らし合わせ、個別に判断することになります。 
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２.自治会集会所整備に対する補助制度の概要について 

  

 この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域にお

ける住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としております。 

 

補助対象となる団体 

 補助対象となる団体は、自治会及び集会所維持管理団体（※１）とする。 

 

※１ 集会所維持管理団体とは、一つの集会所を建設又は維持管理するために複数の自治会で組織

された団体をいう。 

 

補助対象となる集会所 

１. 自治会又は集会所維持管理団体が保有する施設であること。 

２. 地域コミュニティ活動のための集会、行事等に必要な機能を備えた施設であること。 

３. 維持管理は、自治会又は集会所維持管理団体が行うこと。 

４. 集会所管理規程等が整備されていること。 

５. 自治会加入世帯数が３０世帯以上であること。ただし、広く地域に開放されている集会所であ

ると市長が認めるものについてはこの限りでない。 

６. 集会所を他の施設と併設する場合は、集会所として単独でその機能が果たせるものとし、併設 

  施設とは別に集会所名を表示すること。 

７. 寺社等の宗教施設の敷地内に集会所を整備する場合には、その敷地と集会所用地が区分できる 

  よう塀、フェンス、生垣等を設置すること。 

 

補助対象事業 

１. 集会所建設（新築又は建替え）※申請できるのは１回のみ 

２. 集会所増改築修繕 

 ア 床面積を増加させる増築工事 

 イ 床面積を増加させない間取り変更などの改築工事 

 ウ 外壁、屋根、雨戸の修理・交換・塗装などの外部工事 

 エ 内壁、天井、床の修理・張替・交換・塗装などの内部工事 

 オ 冷暖房設備の新設工事及び交換の設備工事 

カ 公共下水道への接続を伴う設備工事 

キ バリアフリー化に伴う工事 

 ク アからエまでのいずれかの工事を伴う設備工事 
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補助率と補助額 

事 業 種 目 補 助 率 と 補 助 額 

集 会 所 建 設 

 補助対象経費の２分の１以内の額とし、１，５００万円を限度とする。 

 ただし、大規模集会所については、補助対象経費４，０００万円以上は 

２，０００万円、５，０００万円以上は２，５００万円、６，０００万円以上

は３，０００万円とする。 

 

（※大規模集会所とは、補助対象経費４，０００万円以上かつ延べ床面積が  

３００平方メートル以上であり、自治会加入世帯数が５００世帯以上もしく

は複数の自治会が建設する施設をいう。） 

集 会 所 

増 改 築 修 繕 
補助対象経費の４分の３以内の額とし、２００万円を限度とする。 

※補助額に 1，000 円未満の端数がある時はこれを切り捨てるものとする。 

補助対象外経費 

１. 家具類、電気製品など備品を購入する経費 

２. 補助事業に係る事務費、設計料、設計監理料及び申請料等の経費  

３. 土地の購入及び整地に要する経費 

４. 外構工事費（ただし、バリアフリー化に伴う工事は除く。） 

５. 既存施設の取り壊しに要する経費（集会所増改築修繕は除く。） 

６. その他補助事業の直接的費用と認めがたい経費 

 

補助金交付の要件 

１. 地域住民の意向が十分反映されたもの。 

２. 地域社会の形成に役立つもの。 

３. 地域住民の福祉向上を目指すもの。 

４. 自治会の総会で承認を得ているもの（事業計画・予算書等に事業に関する事項が明記されて 

いる）。 

５. 土地、建物、その他の施設の管理者と調整がついており、補助事業実施に支障をきたすおそれ 

のないもの。 

６. 補助対象事業費が３０万円以上のもの。 

７. 集会所建設の場合は、高齢者、障害者等が出入口、廊下、階段、便所等を円滑に利用できるよ 

うにするため、補助金交付要綱に定める整備基準を満たすもの。ただし、物理的に真にやむを 

得ない事情があり、当該整備基準を満たすことができない場合は市長の承認を得るものとする。 

８. 市における他の補助制度の対象となっていないもの。 
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９. 補助金交付決定以前に補助対象事業に着手（※）されていないもの。 ※補助金交付決定前に、 

契約行為を行わないこと（設計と建設工事の契約が分かれている場合は、建設工事の契約を行

わないこと）。 

10. 集会所の運営について、地域住民が行う又は地域住民の協力が得られるもの。 

11. 自治会の自己負担があること。 

12. 以前に本補助を受けている場合、下記の期間を経過していること。 

以前に受けた補助金 再度、集会所整備補助金を申請することができるようになるまでの要件 

集会所建設補助金 以前に補助金を受けた年度の翌年度から１０年経過していること。※ 

集会所増改築修繕補助金 以前に補助金を受けた年度の翌年度から５年経過していること。 

 ※期間経過後に再度申請できるのは、集会所増改築修繕のみです。 

 

 

 

 

 

令和７年度希望調査について 

１. 令和７年度予算編成にあたり、令和６年 6 月頃に区役所から自治会に対し、集会所建設又は

増改築修繕の希望調査を行います。 

２. 令和７年度に集会所建設又は増改築修繕を予定し、かつ、当補助金の交付を希望する自治会は

必ず回答してください。 

３. 補助金の交付については、回答をいただいた自治会の中から予算の範囲内で実施します。 

 

その他 

１. 対象は自治会又は集会所維持管理団体とします。 

２. 集会所維持管理団体を組織しないで、複数の自治会で事業を実施する場合は、原則として、そ

の集会所の所在地である自治会を対象とします。 

３. 集会所建設を当補助金の交付を受けて実施する自治会又は集会所維持管理団体を対象に、集会

所開設時に会議や集会に直接必要な会議机や会議椅子などの備品に限り、購入費の一部を補助

する制度があります。ただし、集会所建設年度と同一年度にのみ補助が受けられます（補助率

１／２、補助限度額５０万円）。 

 

補助金の説明や申請様式は、さいたま市のホームページからダウンロード 

できます！ 

 
 
 

さいたま市／自治会集会所整備事業に対する補助制度の概要について 検索 
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留意事項 

◎クレジットカード等の使用について  

補助対象となる支払いについて、クレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合で、現金

換算できる場合は、ポイント分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費としてくださ

い。 

 

◆ 制度の詳細や自治会集会所の整備をお考えの場合は、区役所コミュニティ課に 

ご相談ください。 
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令和７年度希望調査から補助金交付、事業完了までの流れ 

（事業費の総額を一旦自治会において負担できる場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所整備事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

【事業着手】   

※交付決定通知前に着手（契約）した場合は、補

助対象外となりますので御注意ください。   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。 

  

  

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  

■補助金請求書の受領・交付 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【補助事業の完了】 
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（先に補助金の交付を受けてから事業費を支払う場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所整備事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

【事業着手】   

※交付決定通知前に着手（契約）した場合は、補

助対象外となりますので御注意ください。   

■補助金請求書の提出   

  
■補助金請求書の受領・交付（概算払い） 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。   

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

【補助事業の完了】 
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 ３．自治会集会所借上事業に対する補助制度の概要について 

  

この事業は、地域コミュニティ活動の拠点となる集会所整備の促進と充実を図り、もって地域

における住民の自助、連携意識を醸成し、住み良い地域社会の実現をめざすことを目的としてお

ります。 

 

１．建物借上事業 

補助対象となる団体 

（１）現に自治会集会所を所有していない自治会 

（２）集会所を所有していない自治会が複数で共同し、一つの集会所を借り上げ、その集会所を維

持管理するために組織した団体（以下、「集会所維持管理団体」という。） 

 

補助対象となる建物 

（１）仮設的な建物ではないこと。 

（２）建物所有者が、補助の交付を受けようとする自治会、集会所維持管理団体又は当該集会所維

持管理団体を構成する自治会ではないこと。 

（３）地域コミュニティ活動のための集会、行事等の実施又はその準備に必要な機能を備えた建物

であること。 

（４）自治会の規約に定める総会、役員会、部会その他の会議（以下「総会等」という。）の実施又

はその準備の使用に供するものであること。 

（５）他の施設と併設の建物を集会所として借り上げる場合は、集会所として単独でその機能が果

たせるものとし、併設施設とは別に集会所名を表示すること。 

（６）建物内の一区画を借り上げる場合は、主に建物の入口とする進入口付近及び建物内部占用区

画の入口にそれぞれ自治会集会所名を表示すること。 

（７）自治会又は集会所維持管理団体（以下「自治会等」という。）と建物所有者が賃貸借契約を締

結しようとする建物又は建物の一区画については、建物所有者と他の自治会等以外の者が既に

賃貸借契約を締結していないこと。 

 

補助対象事業 

自治会活動に供する建物を借り上げる事業で次の条件を全て満たすもの。 

（１）建物又は建物の一部を集会所の用に供する目的で借り上げ、当該自治会等が占用すること。 
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（２）自治会等が借主となり、建物所有者と原則２年以上の賃貸借契約を結ぶこと。 

（３）集会所として借り上げることについて、補助の交付を受けようとする自治会又は、集会所維

持管理団体を構成する全ての自治会のそれぞれの規約に定める総会において承認を得ている

こと（事業計画・予算書等に事業に関する事項が明記されている）。 

（４）第三者に対し集会所の使用権を譲渡していないこと。 

（５）集会所管理規程等を整備し、安定的かつ継続的に集会所を維持する環境を整えていること。 

（６）自治会等の世帯数（２以上の自治会が共同で集会所を借り上げる場合又は集会所維持管理団

体が集会所を借り上げる場合は、当該共同した自治会等の全世帯数）が３０世帯以上であるこ

と。ただし、やむを得ない理由により市長が必要であると認める場合は、この限りでない。 

 

※ 一つの自治会等が、補助を受けることができる建物は、一施設のみです。 

 

補助対象期間 

補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から当該日の属する年度の３月３１日まで 

 

※ 月の途中で補助対象の条件を満たさなくなった場合、補助対象期間は補助対象の条件を満たさ

なくなった日まで 

 

補助対象経費 

補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象期間分の補助対象

事業に要する経費。 

ただし、次に掲げるものは当該補助金の補助対象経費となりません。 

（１）建物の賃貸借契約（契約の更新をする場合を含む。）に係る敷金、礼金、権利金、謝金、 

仲介手数料、契約更新料、修繕協力金、中途解約の解約金又は違約金 

（２）共益費等管理に要する経費 

（３）建物修繕費、光熱水費等の維持管理費及び備品購入費 

（４）土地、駐車場、付帯備品等の賃借料（建物の賃借料に含まれ、当該賃借料のみを算出でき

ない場合を除く。） 

（５）その他、市長が適当でないと認める経費 
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補助金交付額 

（１）補助率：補助対象経費の２分の１（１，０００円未満の端数切捨て） 

（２）交付限度額：年間５０万円（補助対象期間が１年に満たない場合は、５０万円を１２で除し

て補助対象期間の月数を乗じた額） 

（3）同一の建物を複数の自治会が共同で使用し、使用する自治会がそれぞれ別に補助金交付申請を

する場合の措置 

  ア 補助率：補助対象経費×（２分の１を共同使用する自治会数で除した数） 

  イ 交付限度額：５０万円を共同使用する自治会数で除した額 

※ 共同使用として補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から適用する。 

 

交付申請できない場合 

 以下の場合は、補助金の交付申請はできません。 

（１）重複申請に関するものとして、以下のアからエに該当する場合。 

ア 既に申請団体となった自治会が補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の

交付を受けようとする場合 

イ 既に申請団体となった自治会が別の集会所維持管理団体に所属して補助金の交付を受け

ようとする場合 

ウ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、別の集会所維持管理

団体にも重複して所属し、その集会所維持管理団体が補助金の交付を受けようとする場合 

エ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、補助対象とした物件

とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受けようとする場合 

（２）申請団体又は申請団体となった集会所維持管理団体を構成する自治会が、既に本市が他に実

施する建物の借上げに関する支援制度又は国若しくは他の公共団体の類似制度により助成等

を受けている場合 

（３）市が所有する建物を借り上げている場合 

 

交付申請書類 

交付申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して申請してください。 

なお、集会所維持管理団体など複数の自治会が共同で集会所を借り上げる場合、共同する各自治

会によって内容が分かれるものについては、自治会ごとの書類を添付してください。 

（１）さいたま市自治会集会所借上事業補助金事業計画書（様式第２号） 
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（２）さいたま市自治会集会所借上事業補助金収支予算書（様式第３号） 

（３）賃貸借契約書又はこれに類する書類の写し 

（４）集会所の位置図 

（５）集会所の平面図 

（６）当該建物を集会所として借り上げることについて、総会において承認を得ていることが確

認できる書類（申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合

は省略することができます。） 

（７）建物所有者が当該建物を集会所としての使用を承諾していることが確認できる書類（申請

団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合は省略することがで

きます。） 

（８）集会所が申請団体の自治会区域外である場合は、集会所の所在地である自治会長が当該建

物を集会所として使用することを認める承諾書（申請団体が、前年度の申請から継続して同

一の集会所について申請する場合は省略することができます。） 

（９）集会所の写真（集会所内部及び集会所の表示を掲出していることが確認できる写真） 

（１０）集会所管理規程 

（１１）その他市長が必要と認めるもの 

 

交付申請できる期間 

申請をする年度の４月１日から同年度の１月３１日（同日がさいたま市の休日を定める条例（平

成１５年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日）ま

で 

 

自治会集会所整備事業補助金の建設費補助との関係 

（１）既に自治会集会所整備事業補助金交付要綱の規定による集会所建設費の補助を受けた自治会、

集会所維持管理団体（集会所維持管理団体を構成する自治会を含む。）は、本制度の対象外とな

ります。 

（２）本制度の補助金の交付を受けた自治会、集会所維持管理団体（集会所維持管理団体を構成す

る自治会を含む。）が新たに自治会集会所を建設しようとする場合、自治会集会所整備事業補

助金交付要綱による集会所建設費の補助は受けることができません。 
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令和７年度希望調査について 

（１）令和７年度予算編成にあたり、令和６年 6 月頃に区役所から自治会に対し、建物の借上げの

希望調査を行います。 

（２）令和７年度に建物の借上げを予定し、かつ、当補助金の交付を希望する自治会は必ず回答し

てください。 

（３）補助金の交付については、回答をいただいた自治会の中から予算の範囲内で実施します。 

 

その他 

（１）本補助制度の補助対象期間は、交付決定を受けた年度の年度末までのため、継続して集会所

として借上事業を行う場合には、毎年度補助金の交付申請をしていただく必要があります。 

（２）集会所借上を当補助金の交付を受けて新規に実施する自治会等を対象に、集会所開設時に会

議や集会に直接必要な会議机や会議椅子などの備品に限り、購入費の一部を補助する制度があ

ります。ただし、集会所新規借上年度と同一年度にのみ補助が受けられます（補助率１／２、

補助限度額５０万円）。 

 

留意事項 

◎クレジットカード等の使用について  

補助対象となる支払いについて、クレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合で、現金

換算できる場合は、ポイント分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費としてくださ

い。 

 

◆ 制度の詳細や自治会集会所建物借上げをお考えの場合、区役所コミュニティ課にご相

談ください。 

補助金の説明や申請様式は、さいたま市のホームページからダウンロー

ドできます！ 

 
 さいたま市／自治会集会所借上事業 検索 
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令和７年度希望調査から補助金交付、事業完了までの流れ 

（事業費の総額を一旦自治会において負担できる場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所借上事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

   

 
  

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。 

  

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  

■補助金請求書の受領・交付 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【補助事業の完了】 
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（先に補助金の交付を受けてから事業費を支払う場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所借上事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  ■補助金請求書の受領・交付（概算払い） 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

   

   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。   

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

【補助事業の完了】 
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２．用地借上事業 

補助対象となる団体 

（１）現に当該用地の上に集会所を所有している自治会 

（２）現に当該用地の上に集会所を所有している集会所維持管理団体 

 

補助対象となる用地 

（１）現に当該用地に自治会等が所有する建物が建設され、集会所として利用を開始していること。 

（２）自治会等が借主となり、土地所有者と賃貸借契約を結んでいること。 

（３）土地所有者が、補助の交付を受けようとする自治会、集会所維持管理団体又は当該集会所維

持管理団体を構成する自治会ではないこと。 

（４）当該用地に建設されている集会所の集会所管理規程等が整備され、安定的かつ継続的に集会

所を維持する環境を整えられていること。 

（５）自治会等と土地所有者が賃貸借契約を締結しようとする土地については、土地所有者と他の

自治会等を除く者が既に賃貸借契約を締結していないこと。 

 

補助対象事業 

自治会活動に供する集会所の用地を借り上げる事業で次の条件を全て満たすもの。 

（１）集会所用地に供する目的で借り上げ、当該自治会等が占用していること。 

（２）自治会等が借主となり、土地所有者と賃貸借契約を結んでいること。 

（３）集会所用地として借り上げることについて、補助の交付を受けようとする自治会又は集会所

維持管理団体を構成する全ての自治会のそれぞれの規約に定める総会において承認を得てい

ること（事業計画・予算書等に事業に関する事項が明記されている）。 

（４）第三者に対し集会所用地の使用権を譲渡していないこと。 

（５）集会所管理規程等を整備し、安定的かつ継続的に集会所を維持する環境を整えていること。 

（６）自治会等の世帯数（２以上の自治会が共同で集会所用地を借り上げる場合又は集会所維持管

理団体が集会所用地を借り上げる場合は、当該共同した自治会等の全世帯数）が３０世帯以上

であること。ただし、やむを得ない理由により市長が必要であると認める場合は、この限りで

ない。 

 

※ 一つの自治会等が、補助を受けることができる集会所の用地は一施設に対するもののみです。 
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補助対象期間 

補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から当該日の属する年度の３月３１日まで 

※ 月の途中で補助対象の条件を満たさなくなった場合、補助対象期間は補助対象の条件を満たさ

なくなった日まで 

 

補助対象経費 

集会所用地の１年間の借り上げ料から、さいたま市財産規則（平成１３年規則第６８号）第３３

条に基づき定める普通財産貸付料算定基準第４に規定する地縁による団体への集会所施設敷地の貸

付料により算出される貸付料（3７0 円／㎡（令和６年度））に、自治会が借り上げている集会所用

地の面積を乗じて得た算定額を差し引いた額 

ただし、次に掲げるものは当該補助金の補助対象経費となりません。 

（１）集会所用地の賃貸借契約（契約の更新をする場合を含む。）に係る敷金、礼金、権利金、 

謝金、仲介手数料、契約更新料、修繕協力金、中途解約の解約金又は違約金 

（２）管理に要する経費 

（３）その他、市長が適当でないと認める経費 

※ 補助対象期間が１年に満たない場合は、補助対象経費を１２で除して、補助対象期間の月数（賃

貸借契約期間に１月に満たない端数がある場合は、当該端数を１月とした月数）を乗じた額と

なります。 

 

補助金交付額 

（１）交付限度額：年間１０万円（補助対象期間が１年に満たない場合は、１０万円を１２で除し

て補助対象期間の月数を乗じた額）（１，０００円未満の端数切捨て） 

（２）同一の用地を複数の自治会が共同で使用し、使用する自治会がそれぞれ別に補助金交付申請

をする場合の措置 

  ア 補助対象経費：全体の補助対象経費から共同使用する自治会数で除した額 

  イ 交付限度額：１０万円を共同使用する自治会数で除した額 

※ 共同使用として補助金の交付決定を受けた日の属する月の初日から適用する。 

 

交付申請できない場合 

 以下の場合は、補助金の交付申請はできません。 

（１）重複申請に関するものとして、以下のアからエに該当する場合。 
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ア 既に申請団体となった自治会が補助対象とした物件とは別の物件を借り上げて補助金の

交付を受けようとする場合。 

イ 既に申請団体となった自治会が別の集会所維持管理団体に所属して補助金の交付を受け

ようとする場合。 

ウ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、別の集会所維持管理

団体にも重複して所属し、その集会所維持管理団体が補助金の交付を受けようとする場合。 

エ 既に申請団体となった集会所維持管理団体を構成している自治会が、補助対象とした物件

とは別の物件を借り上げて補助金の交付を受けようとする場合。 

（２）申請団体又は申請団体となった集会所維持管理団体を構成する自治会が、既に本市が他に実

施する用地の借上げに関する支援制度又は国若しくは他の公共団体の類似制度により助成等

を受けている場合。 

（３）市が所有する用地を借り上げている場合。 

 

交付申請書類 

交付申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して申請してください。 

なお、集会所維持管理団体など複数の自治会が共同で集会所用地を借り上げる場合、共同する各

自治会によって内容が分かれるものについては、自治会ごとの書類を添付してください。 

（１）さいたま市自治会集会所借上事業補助金事業計画書（様式第 2 号） 

（２）さいたま市自治会集会所借上事業補助金収支予算書（様式第３号） 

（３）賃貸借契約書又はこれに類する書類の写し 

（４）集会所用地の位置図 

（５）集会所用地の公図 

（６）当該用地を集会所用地として借り上げることについて、総会において承認を得ていること

が確認できる書類（申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所用地について申請

する場合は省略することができます。） 

（７）用地の所有者が当該用地を集会所用地としての使用を承諾していることが確認できる書類

（申請団体が、前年度の申請から継続して同一の集会所について申請する場合は省略するこ

とができます。） 

（８）集会所用地が申請団体の自治会区域外である場合は、集会所用地の所在地である自治会長

が当該用地を集会所用地として使用することを認める承諾書（申請団体が、前年度の申請か

ら継続して同一の集会所について申請する場合は省略することができます。） 
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（９）集会所の写真（集会所内部及び集会所の表示を掲出していることが確認できる写真） 

（１０）集会所管理規程 

（１１）その他市長が必要と認めるもの 

 

交付申請できる期間 

申請をする年度の４月１日から同年度の１月３１日（同日がさいたま市の休日を定める条例（平

成１５年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たるときは、その翌日）ま

で 

 

令和７年度希望調査について 

（１）令和７年度予算編成にあたり、令和６年 6 月頃に区役所から自治会に対し、集会所用地の借

上げの希望調査を行います。 

（２）令和７年度に集会所用地の借上げを予定し、かつ、当補助金の交付を希望する自治会は必ず

回答してください。 

（３）補助金の交付については、回答をいただいた自治会の中から予算の範囲内で実施します。 

 

その他 

（１）本補助制度の補助対象期間は、交付決定を受けた年度の年度末までのため、継続して集会所

用地として借上事業を行う場合には、毎年度補助金の交付申請をしていただく必要があります。 

 

留意事項 

◎クレジットカード等の使用について  

補助対象となる支払いについて、クレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合で、現金

換算できる場合は、ポイント分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費としてくださ

い。 

 

◆ 制度の詳細や自治会集会所用地の借上げをお考えの場合、区役所コミュニティ課にご

相談ください。 
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令和７年度希望調査から補助金交付、事業完了までの流れ 

（事業費の総額を一旦自治会において負担できる場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所借上事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

   

 
  

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。 

  

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  

■補助金請求書の受領・交付 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【補助事業の完了】 
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（先に補助金の交付を受けてから事業費を支払う場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度自治会集会所借上事業調査書の 

送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交

付を希望する自治会は、必ず提出してくださ

い。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提

出のあった自治会に対し、内容を確認させてい

ただきます。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて

交付申請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  ■補助金請求書の受領・交付（概算払い） 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

   

   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出して

ください。   

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

【補助事業の完了】 
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４.屋外活動備品に対する補助制度の概要について 

  

この事業は、自治会が行うコミュニティ活動に直接必要な屋外活動備品の整備に対し、その費用

の一部を補助することにより、地域住民の自助、連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の促進を図

ることを目的としています。 

補助対象となる団体 

 補助金の交付対象となる団体は、自治会とする。 

 

補助対象備品 

１. 自治会が所有する屋外活動備品であること。 

２. 屋外活動備品の維持管理は自治会が行うこと。 

３.  屋外活動備品とは、コミュニティ活動に直接必要な用具（みこし、子どもみこし、太鼓、山

車、子ども山車、テントなど）であること。（倉庫などの建築物、衣類などの消耗品は対象

外） 

※ コミュニティ活動とは、お祭り、運動会、郷土に伝わる芸能保存のための活動等をいう。 

 

対象事業の要件 

１. 自治会が行うコミュニティ活動のための屋外活動備品を整備（修繕を含む）する事業である 

こと。 

２. 地域住民の自助、連帯意識を醸成し、コミュニティ活動の促進が図れるもの。 

３. 地域住民の意向が十分反映され、自治会の総意を基本としたもの（事業計画・予算書等に事業

に関する事項が明記されている）。 

４. 事業の総額が１５万円以上の事業 

５. 屋外活動備品の管理運営規定が整備されていること。 

６. 屋外活動備品の保管場所が自治会館以外の場合には、屋外活動備品の保管について、保管場

所所有者の承諾を得ていること。 

７. 以前に本補助を受けている場合、補助金の交付を受けた年度の翌年度から１０年間を経過し

ていること。 

８. 本市における他の補助制度の対象となっていないもの。 

９. 補助金交付決定以前に補助対象事業に着手（※）されていないもの。 

※補助金交付決定前に、契約行為を行わないこと。 
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補助率と補助額 

補助対象経費の４分の３以内の額とし、１００万円を限度とする。 

（１，０００円未満の端数は切り捨て） 

 

留意事項 

◎クレジットカード等の使用について  

補助対象となる支払いについて、クレジットカード等を使用し、ポイントが付与された場合で、現金

換算できる場合は、ポイント分を補助対象外経費として減額し、その残額を補助対象経費としてくださ

い。 

 

◆ 屋外活動備品に対する補助については、区役所コミュニティ課にご相談ください。 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の説明や申請様式は、さいたま市のホームページからダウ

ンロードできます！ 

 
 さいたま市／屋外活動備品 検索 
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令和７年度希望調査について 

１. 令和７年度予算編成にあたり、令和６年 6 月頃に区役所から自治会に対し、屋外活動備品の

整備補助に対する希望調査を行います。 

２. 令和７年度に屋外活動備品の整備を予定し、かつ、当補助金の交付を希望する自治会は、必ず

回答してください。 

３. 補助金の交付については、回答をいただいた自治会の中から予算の範囲内で実施します。 

 

令和７年度希望調査から補助金交付、事業完了までの流れ 

（事業費の総額を一旦自治会において負担できる場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度コミュニティ助成事業（屋外活動備品

整備事業）調査書の送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交付を希望

する自治会は、必ず提出してください。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提出の

あった自治会に対し、内容を確認させていただきま

す。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて交付申請

書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

【事業着手】   

※交付決定通知前に着手（契約）した場合は、補助対

象外となりますので御注意ください。   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出してくださ

い。 

  

  ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

■補助金請求書の提出   

  

■補助金請求書の受領・交付 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【補助事業の完了】 
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（先に補助金の交付を受けてから事業費を支払う場合） 

年 自治会 市（区役所） 

令
和
６
年
度 

  

■令和７年度コミュニティ助成事業（屋外活動備品

整備事業）調査書の送付 

■調査回答書の作成・提出 

※令和７年度に事業の計画があり、補助金交付を希

望する自治会は、必ず提出してください。   

  

■令和７年度予算積算書の作成 

※予算積算書の作成にあたり、調査回答書の提出の

あった自治会に対し、内容を確認させていただきま

す。  

 
  ■予算確定（市議会の議決） 

※予算の範囲内で事業を実施します。 

令
和
７
年
度 

  ■実施自治会に連絡 

■補助金交付申請書の提出 

※連絡を受けた自治会は、関係書類を添えて交付申

請書を提出してください。   

  ■補助金交付申請書の受領・審査・決定 

  ■補助金交付決定通知書の送付 

■補助金交付決定通知書の受領   

【事業着手】   

※交付決定通知前に着手（契約）した場合は、補助

対象外となりますので御注意ください。   

■補助金請求書の提出   

 ■補助金請求書の受領・交付（概算払い） 

※指定された口座に振り込みます 

■補助金の受領   

【事業完了】   

■実績報告書の提出 

※関係書類を添えて、実績報告書を提出してくださ

い。   
 ■実績報告書の受領・審査 

  ■補助金確定通知書の送付 

■補助金確定通知書の受領   

【補助事業の完了】 
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                     ５．自治会の法人化について 

  

自治会集会所等の不動産について、かつては、自治会が法人格を持っていなかったことから、

会長名義や構成員の共有名義により登記していました。そのため、名義人の転居や死亡のとき

に、名義変更や相続などの問題が生じていました。 

これらの問題を解決するため、平成３年４月に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自

治会が法人格を取得して、自治会名義で不動産の登記ができるようになりました。これが、認可

地縁団体です。 

令和 3 年には、高齢者等への生活支援や地域交通の維持、地域の特産品開発・マーケット運営

等の経済活動などを行っている地縁による団体が増加していることを踏まえ、地方自治法が一部

改正され、認可の目的が「地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利を保有」

することから「地域的な共同活動を円滑に行うこと」へと改められました。これにより、不動産

等を保有しない場合でも、認可申請が可能となりました。 

 

◆地方自治法第２６０条の２第１項 

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本

条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたと

きは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 

 

認可申請ができる要件 

１. 地域的な共同活動を現に行っていること。 

２. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。 

３. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の

者が現に構成員になっていること。 

  ※【相当数】については、認可申請する年度の４月１日現在の自治会加入世帯数と同等の世帯数が、 

構成員となっていれば要件を満たすこととなります。 

４. 規約（会則）を定めていること。 

  ※会則には、①目的、②名称、③区域、④主たる事務所の所在地、⑤構成員の資格に関する事項、⑥代

表者に関する事項、⑦会議に関する事項、⑧資産に関する事項が必要です（地方自治法第２６０条の

２第３項）。 

５. 認可を申請することについて、構成員の総意（総会の議決）があること。 

 

認可申請の手続き 

       ＜自  治  会＞                ＜ 区 役 所 ＞    

総会の開催 → → → 認可申請書の提出   → → →  審査・認可・告示 

（認可申請をする議決） 
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１. 総会の開催 

   認可申請することについての議決を行う必要があります。 

２. 認可申請 

   下記の書類を添えて、区役所に申請します。 

   ア 認可申請書  

   イ 添付書類 

① 規約（会則） 

② 認可申請をすることについて総会で議決したことを証する書類（総会の議事録） 

③ 構成員の名簿 

④ 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていること

を記載した書類（事業報告書など） 

⑤ 申請者が代表者であることを証する書類 

３. 審査・認可・告示 

   区役所が審査・認可・告示を行います。 

●証明書の交付 

    自治会が法人格を取得し、その名義で不動産登記を行う場合は、認可を受けたことの  

証明書が必要となります。証明書は、認可を申請した区役所コミュニティ課で発行しま

す。 

●告示事項の変更 

告示された内容に変更が生じた場合（代表者、会則の変更等）は、区役所コミュニティ課

に変更の届出が必要となります。 

 

※ 認可申請の注意事項 

（１）構成員とは、世帯ではなく個人であり、名簿には住所・氏名の記載が必要です。 

（２）告示事項は、自治会の名称、会則に定める目的、自治会の区域、事務所の住所、代表者の氏名・ 

住所等です。 

 

印鑑登録証明の申請手続き 

認可地縁団体の印鑑登録手続き及び印鑑登録証明書の交付については、区役所コミュニティ

課が行います。 

 

(1)認可地縁団体印鑑登録申請書（様式第１号）の提出 →→ (2)印鑑登録  →→→→ 

 

→→ (3)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書（様式第４号）の提出 →→ (4)印鑑登録証明書の交付 

 

◆ 認可地縁団体に関する手続きの詳細は、区役所コミュニティ課にご相談ください。 

＜ 認可地縁団体 ＞ 

＜ 認可地縁団体 ＞ 

＜区 役 所＞ 

＜ 区 役 所 ＞ 
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認可地縁団体が所有する不動産の登記にかかる特例制度について 

自治会館などの不動産について、自治会が認可地縁団体となって、新たに自治会名義で不動産登

記をしようとした場合に、現在の登記名義人又はその相続人の所在が知れない等の理由で、全ての

登記関係者の同意を得られず、登記申請ができない場合があります。 

こうした問題を解決するため、平成 26 年 5 月 30 日に認可地縁団体が所有する不動産に係る

登記の特例を創設する地方自治法の一部を改正する法律が成立し、平成 27 年４月１日より施行さ

れ、区役所コミュニティ課に申請して、所定の手続きを行ったうえで要件に適合すれば登記申請が

できます。 

手続きをお考えの場合は、まず区役所コミュニティ課にご相談ください。 

 

＜認可地縁団体＞         ＜区役所＞   

(1)公告申請書類の提出      (2)書類確認、公告手続き （公告期間：３ヶ月） 

 

 

 【異議申出がなかった場合】              【異議申出があった場合】                                                   

＜区役所＞                   ＜区役所＞ 

(3)公告結果（承諾）の情報提供         (3)公告結果（異議申出あり）の通知 

      ↓                       ↓ 

＜認可地縁団体＞                ＜認可地縁団体及び異議申出者＞ 

(4)法務局への登記申請             (4)当事者間で協議 
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６．個人情報・プライバシーの保護について 

  

 

平成 29 年５月３０日から、全ての事業者に「個人情報保護法」が適用されるようになりまし

た。自治会等の非営利組織もこの事業者に該当することから、「個人情報保護法」のルールに沿っ

た取り扱いが求められます。 

 

個人情報の取り扱い 

 会員の情報を集めて、名簿を作成することは、自治会活動を行う上で不可欠です。しかし、こ

れらは、「個人情報」であり、取り扱いを誤ると、作った名簿が悪用されるなど、会員の利益を侵

害することになりかねません。自治会を運営する上で、個人情報の利用目的や管理・運営方法に

ついて、ルールを定めるなどして、適切に取り扱うようにしましょう。 

 

個人情報を取り扱う上での注意点 

 個人情報を取り扱う上での注意点を自治会名簿の作成を例としてまとめてみました。 

  ①個人情報は、使用目的を明らかにして、直接本人から取得する。 

  ②目的以外には利用・提供しない。 

  ③常に最新の内容を保つ。 

  ④管理責任者を決めて管理する。 

  ⑤本人から開示を求められたらそれに応じる。 

  ⑥どのような個人情報を保有しているか公表する。 

  ⑦必要のない情報まで集めない。 

  ⑧不要になった個人情報は、確実に消去・廃棄する。 

  ⑨個人情報を会員へ提供する際には、情報を取り扱う上での注意事項を記載するとともに、 

安全に管理してもらうよう口頭でも呼びかけを行う。 

 

その他 

個人情報保護法に関するご質問や疑問点がある場合には、下記窓口もご利用ください。 

 

個人情報保護法相談ダイヤル 

電話番号 ０３－６４５７－９８４９ 

  受付時間 9:30～17:30（土日祝日及び年末年始を除く） 

 

※個人情報保護法相談ダイヤルは、国の機関である個人情報保護委員会が設置しています。 

個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えしたり、個人情報

の取り扱いに関する苦情の申出についてのあっせんを行うための相談窓口です。 
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７．地域活動傷害見舞金等の支給制度の概要について 
 

 この制度は、自治会又は自治会連合会（以下「自治会等」という。）が主催する行事中に傷害を 

受けた自治会役員に対し、見舞金又は弔慰金を支給するものです。 

支給対象 

自治会等が自主的・計画的に行う公共的・公益的な活動の運営に従事している者（役員）が、そ

の従事中に傷害を受けた場合に限り、支給するものです。  

当該行事の参加中に傷害を受けた場合は対象とはなりません。 

支給対象とならない場合 

１. 故意又は重大な過失によるもの 

２. 自傷行為、犯罪行為又は闘争行為に起因するもの 

３. 病気に起因するもの 

４. 飲酒に起因するもの  

５. 上記に掲げるもの以外で、見舞金・弔慰金を支給することが適当ではないもの 

※ その他、傷害を受けた者が、国及び地方公共団体等の負担によって運営・加入する他の補償 

  制度等の適用により補償金等を支給される場合も対象とはなりません。  

傷害事故が発生した場合 

すみやかに区役所コミュニティ課に連絡をしてください。 

提出書類と添付書類 

１. 届 出 

  【地域活動傷害届出書（様式第１号）】に、事業計画書の写し、事業概要書又はチラシの写し、

役員を証明する名簿の写しを添付して提出してください。 

２. 請 求 

  【地域活動傷害見舞金等受給請求書（様式第２号）】に、次の書類を添付して提出してくださ

い。 

（１） 負傷の場合 医師の診断書（要治療日数が記載されたもの） 

（２） 死亡の場合 死亡診断書又は検案書、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は受領者となりうる 

          資格を証明する書類 

支給基準 

 医師が発行する診断書に記載された要治療日数に応じ、見舞金を支給します。 

 ※見舞金等の額はＰ３６をご参照ください。 

 ※接骨院等が発行する施術証明書は認められませんので、ご注意ください。 
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地域活動傷害見舞金等一覧表 

等級 傷  害  の  程  度 
 見舞金等の金額

（円） 

１ 死     亡   １，２００，０００ 

２ ６月以上の治療を要する傷害を受けた場合     ２００，０００ 

３ ３月以上の治療を要する傷害を受けた場合     １００，０００ 

４ １月以上の治療を要する傷害を受けた場合      ５０，０００ 

５ ７日以上の治療を要する傷害を受けた場合      ２０，０００ 

届出から支給までの流れ 

傷害を受けた方 さいたま市（区役所） 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 理 

審 査 

提 出 

請求書 

届出書 

受 領 

受 理 

審査結果を連絡 

提 出 

見舞金支給 

添付書類 

■負傷の場合 

 ・医師の診断書 

■死亡の場合 

・死亡診断書又は検案書 

・戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は受

領者となりうる資格を証明する

書類 

添付書類 

・自治会等の事業計画書の写し 

・事業概要書又はチラシの写し 

・役員を証明する名簿の写し 
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８.掲示板の設置等について 

 

この事業は、地域住民の相互理解と住みよい地域社会づくりの推進のため、さいたま市掲示板を

設置し、自治会のコミュニティ活動及び市政に関する広報を図ることを目的としています。 

事業の内容 

 掲示板の新設・板替・塗装・撤去・移設、市名表示 

掲示板の設置基準 

１. 掲示板は、自治会が近隣住民の承諾を得た住民の見やすい場所に設置する。 

２. 掲示板の設置場所は私有地内とする。 

※ 私有地に掲示板の設置場所が確保できない場合は、区役所へご相談ください。 

設置等の申請 

     ＜ 自  治  会 ＞             ＜ 区 役 所 ＞  

掲示板設置等申請書（様式第１号）の提出      現地調査等の後、事業の実施  

※ 新設及び移設の場合は、土地所有者及び設置場所の直近にお住まいの方の承諾が必要です。 

掲示基準 

１. 自治会の自主的活動に関するもの。 

２. 市が自治会に掲示依頼をするもの。ポスターは、原則 A３判（縦長）までとする。 

３. その他自治会の承諾を得たもの。 

   ※ 営利目的及び政治的目的に関するものは掲示できません。 

 

掲示板イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ 

Ｇ・Ｌ 

 

さいたま市 自治会 
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《市とは別の組織》 

 

 

 

 

 

 

 

 

依頼と承認 

  市から依頼するポスター・チラシは、さいたま市自治会連合会の理事会または各区自治会連合

会の理事会で承認されたものとしております。 

 

ポスター掲示及びチラシ回覧 

令和５年度第６回さいたま市自治会連合会理事会において、別表【令和６年度ポスター掲示 

予定表】及び【令和６年度チラシ回覧予定表】のとおり承認されました。 

その他に、さいたま市自治会連合会又は各区自治会連合会の理事会で承認されたものを送付し

ます。 

なお、送付月や内容等が一部変更になる場合もありますので、ご了承願います。 

 

ポスター・チラシの送付方法 

１. 市役所（本庁）及び区役所は、それぞれ一括梱包して郵送いたします。 

２. 市の外郭団体や国の機関など、市とは別の組織については、個別に送付されます。 

【送付のイメージ図】 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

送付時期 

掲示月の前月２６日（土・日・休日に当たる場合は、前日又は前々日）までに自治会広報担当

者に届くように発送いたします。 

 

送付先・配布部数の変更 

ポスター・チラシの送付先及び配布部数に変更が生じた場合は、見沼区役所コミュニティ課まで

ご連絡ください。 （連絡先６８１－６０２１） 

 

 

 

 

９．ポスター・チラシの配布協力について 

    《本庁、区役所から一括して送付》 

                    

                    

                    

                   

                   

                   

                   

【本庁】 

 

 

 

【区役所】 

 

 

 

自治会 

その他 

さいたま観光

国際協会 

国・県 
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広報物のホームページ掲載  

 広報物の内容を市ホームページで確認することができます。（ただし、市自治会連合会に依頼 

があったものに限ります） 

 コミュニティ推進課から一括で送付している広報物（回覧チラシ・ポスター）は、市ホームペー 

ジでも確認やダウンロードをすることができます。（ただし、直近４か月分まで） 

URL：https://www.city.saitama.lg.jp/001/013/007/p074093.html 

   二次元コードはこちら→ 

 

 

 

※この対応はあくまでも市が送付する回覧チラシについてであり、自治会内で独自に回覧を実施

することを妨げるものではありません。 
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令和６年度ポスター掲示予定表 (令和６年3月末日時点)

送付月 掲示月 ポスター名称 担当課 電話番号

花と緑の祭典２０２４ 経済局  農業政策部  見沼グリーンセンター 664-5915

「さいたま市民の日」周知ポスター 都市戦略本部  都市経営戦略部  シティセールス担当 829-1034

狂犬病予防法啓発ポスター 保健衛生局  保健部  動物愛護ふれあいセンター 840-4150

見沼区オープンガーデン 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

さいたま市浦和うなぎまつり 浦和区  区民生活部  地域商工室 829-6179

岩槻人形博物館　特集展示 スポーツ文化局  文化部  岩槻人形博物館 749-0223

大雨に備えよう！（仮） 建設局  下水道部  下水道総務課 829-1553

市民アプリが始まります。 経済局  商工観光部  商業振興課 829-1396

防災行政無線を使用した緊急地震速報の訓練放送 総務局  危機管理部  防災課 829-1127

収蔵品展A スポーツ文化局  文化部  文化振興課 663-1541

省エネ・節電啓発ポスター 環境局  環境共生部  脱炭素社会推進課 829-1324

さいたま市花火大会 経済局  商工観光部  観光国際課 829-1365

さいたまマラソン スポーツ文化局  スポーツ部　スポーツイベント課 829-1730

大宮夏まつり 経済局　商工観光部　観光国際課 829-1365

国指定史跡　見沼通船堀　閘門開閉実演 教育委員会事務局  生涯学習部   文化財保護課 829-1725

令和６年度さいたま市総合防災訓練・防災フェア 総務局  危機管理部  防災課 829-1127

岩槻人形博物館　企画展 スポーツ文化局  文化部  岩槻人形博物館 749-0223

北沢楽天漫画大賞 スポーツ文化局  文化部  文化振興課 663-1541

大宮盆栽美術館企画展 スポーツ文化局  文化部  大宮盆栽美術館 780-2093

さいたま市地域の担い手養成研修
（たまねっこ養成講座）

福祉局  長寿推進課  いきいき長寿推進課 829-1257

さいたま市高齢者生きがい推進ポスター 福祉局  長寿応援部  高齢福祉課 881-8627

企画漫画展 スポーツ文化局  文化部  文化振興課 663-1541

さいたま市みどりの祭典2024 都市局  みどり公園推進部  みどり推進課 829-1414

市立博物館第48回特別展ポスター 教育委員会  生涯学習部  博物館 644-2322

2024ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム スポーツ文化局  スポーツ部　スポーツイベント課 829-1730

岩槻人形博物館　特別企画展 スポーツ文化局  文化部  岩槻人形博物館 749-0223

第22回さいたま市美術展覧会 スポーツ文化局  文化部  文化振興課 829-1226

見沼区ふれあいフェア 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

プラネタリウム新番組のお知らせ 教育委員会事務局  生涯学習部  青少年宇宙科学館 881-1515

令和６年秋季さいたま市消防局火災予防運動 消防局  予防部  予防課 833-7509

さいたま市農業祭 経済局  農業政策部  農業政策課 829-1378

秋ヶ瀬の森　バイクロア スポーツ文化局  スポーツ部  スポーツ政策室 829-1737

大宮盆栽美術館特別展 スポーツ文化局  文化部  大宮盆栽美術館 780-2093

統計調査員募集用ポスター 都市戦略本部  デジタル改革推進部  データ・統計担当 829-1119

地域包括支援センター周知用ポスター 福祉局  長寿応援部  いきいき長寿推進課 829-1257

市民アプリをお使いください。 経済局  商工観光部  商業振興課 829-1396

12月 １月 さいたマーチ スポーツ文化局  スポーツ部  スポーツ政策室 829-1737

令和6年度さいたま市市民活動サポートセンター
フェスティバル

市民局  市民生活部  市民協働推進課 813-6403

自治会加入促進ポスター 市民局  市民生活部  コミュニティ推進課 829-1068

公益社団法人さいたま市シルバー人材センター
入会説明会の日程と会員募集ポスター

福祉局  長寿応援部  高齢福祉課 881-8627

岩槻人形博物館　企画展 スポーツ文化局  文化部  岩槻人形博物館 749-0223

見沼区文化まつり 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6021

見沼区市民活動ネットワークまつり 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

令和７年春季さいたま市消防局火災予防運動 消防局  予防部  予防課 833-7509

収蔵品展B スポーツ文化局  文化部  文化振興課 663-1541

※ 事情により送付時期が変更になる場合があります。予めご了承ください。

※ 網掛けは区限定ポスターです。令和6年度見沼区自治会連合会理事会に諮り、掲示の承認が得られた場合、送付を予定しているものです。

※ 上記のほか、新型コロナウイルスに関する内容のポスターを送付する場合があります。

２月1月

３月2月

9月 １０月

１１月10月

１２月11月

７月6月

7月 ８月

8月 ９月

４月3月

4月 ５月

６月5月
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令和６年度チラシ回覧予定表 (令和６年3月末日時点)

送付月 回覧月 チラシ名称 担当課 電話番号

３月 ４月 見沼区オープンガーデン 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

４月 ５月 見沼区市民活動ネットワーク広報紙「つながる」 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

令和6年度「石綿読影の精度に係る調査」協力のご案内 保健衛生局  保健所  疾病対策課 840-2219

「市民保養施設へ出かけませんか」チラシ 市民局  市民生活部  市民生活安全課 829-1214

公益社団法人さいたま市シルバー人材センターの概要と
会員募集チラシ

福祉局  長寿応援部  高齢福祉課 881-8627

ファミリー・サポート・センター提供会員募集 子ども未来局  子ども育成部  子育て支援課 829-1271

福祉まるごと相談窓口について 福祉局  生活福祉部  生活福祉課 829-1846

もの忘れ検診パンフレット 福祉局  長寿応援部  いきいき長寿推進課 829-1286

さいたま市高齢者生きがい推進チラシ 福祉局  長寿応援部  高齢福祉課 881-8627

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度について 市民局  区政推進部  区政推進部 829-1833

無料でできる耐震診断 建設局  建築部  建築総務課 829-1539

防災行政無線メールチラシ 総務局  危機管理部  防災課 829-1127

高齢者生活実態調査を実施します 福祉局  長寿応援部  高齢福祉課 829-1260

9月10日は「下水道の日」（仮） 建設局  下水道部  下水道総務課 829-1553

「一日合同行政相談所」チラシ 市民局  市民生活部  市民生活安全課 829-1214

消費生活相談窓口の周知及び消費生活展の案内 市民局  市民生活部  消費生活総合センター 643-2239

（仮称）さいたま市商店街　秋のキャンペーン 経済局  商工観光部  商業振興課 829-1364

自転車の通行ルール 都市局  都市計画部  自転車まちづくり推進課 829-1398

見沼区ふれあいフェア 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

のびのび健診（特定健診）チラシ 福祉局  生活福祉部  国保年金課 829-1277

さいたま市市民手帳チラシ 市民局  市民生活部  市民生活安全課 829-1214

ケアラー・ヤングケアラー支援 福祉局  生活福祉部  福祉総務課 829-1254

さいたま市既存ブロック塀等改善事業 建設局  建築部  建築総務課 829-1539

11月 １２月 寄附禁止チラシ 選挙管理委員会事務局   選挙課 829-1773

12月 １月 さいたマーチ スポーツ文化局  スポーツ部  スポーツ政策室 829-1737

動物の適正飼養について 保健衛生局  保健部  動物愛護ふれあいセンター 840-4150

見沼区文化まつり 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6021

見沼区市民活動ネットワークまつり 見沼区役所　区民生活部　コミュニティ課 681-6020

2月 ３月 — — —

※ 事情により送付時期が変更になる場合があります。予めご了承ください。

※ 網掛けは区限定ポスターです。令和6年度見沼区自治会連合会理事会に諮り、回覧の承認が得られた場合、送付を予定しているものです。

※ 上記のほか、新型コロナウイルスに関する内容のチラシを送付する場合があります。

1月 ２月

5月 ６月

6月 ７月

8月 ９月

10月 １１月

9月 １０月

8月7月
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１０. 令和６年度自治会に依頼を予定している業務 

 

依頼を予定している業務の調査 

 令和６年度に自治会に依頼を予定している業務について、令和６年２月に調査を実施し、別表の

とおり一覧表にしました。 

 今後、各所管課から市自治会連合会や区自治会連合会、地区自治会連合会、各自治会などに依頼

をする予定となっております。 
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〈別表〉



    
 

１１. その他の市の補助・助成制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 衛生協力助成金 

  ごみ収集所の管理、清潔保持等を行う自治会に対し、その経費の一部が助成金として

支給されます。 

  ●問合せ先：環境局 廃棄物対策課  電話８２９－１３３６ Fax８２９－１９９１ 

 

４ 団体資源回収運動補助金 

  団体活動の活性化と資源物の有効利用を目的として、古紙類、びん類、繊維類、空き

缶、金属類の資源物を自主的に回収した自治会等の営利を目的としない市民団体を対象

に、回収量に応じ補助金が支給されます。 

  ●問合せ先：環境局 廃棄物対策課  電話８２９－１３３６ Fax８２９－１９９１ 

  ※ 申請は、区役所 くらし応援室でも受付しています。 

５ 公園管理活動報償金 

  市が設置した公園内の清掃及び除草、公園灯、水道、フェンス、遊具等の公園施設の

点検を行う団体に対し報償金が支給されます。 

  ●問合せ先：北部公園整備課 

北部：電話６４６－３１７９ Fax６４６－３１８８ 

１ 地域防犯活動助成金 

  自主防犯活動事業等に要する経費の一部が助成金として支給されます。 

  ●問合せ先：区役所 総務課  電話６８１－６０１３ Fax６８１－６１６０ 

 

２ 地域防犯カメラ設置助成金 

  自治会が地域における犯罪の防止を目的として地域防犯カメラを設置する場合に、設

置に要する経費の一部が助成金として支給されます。 

  ●問合せ先：市民生活安全課 電話８２９－１２１９ Fax８２９－１９６９ 

区役所 総務課  電話６８１－６０１３ Fax６８１－６１６０ 
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６ 民間児童遊園地等補助金 

  児童遊園地等を設置したり、これらの施設の整備や管理運営に要する費用の全部、又

は一部が補助金として支給されます。 

  ●問合せ先：都市局 都市公園課  電話８２９－１４２１ Fax８２９－１９７９ 

９ 自主防災組織育成補助金 

 ① 資機材補助事業 

   自主防災組織の活動に必要な防災資機材の整備を図るための費用の一部が補助金と

して支給されます。 

 ② 井戸の水質検査事業 

   防災対策用指定井戸を確保するため、又は、指定井戸の水質を維持するために自主

防災組織が実施する水質検査費用の一部が補助金として支給されます。 

  ●問合せ先：区役所 総務課 電話６８１－６０１３ Fax６８１－６１６０ 

 

７ 自主防災組織運営補助金 

  自主防災組織の運営に要する経費が補助金として支給されます。 

  ●問合せ先：区役所 総務課 電話６８１－６０１３ Fax６８１－６１６０ 

 

８ 自主防災組織防災訓練補助金 

  自主防災組織が以下の訓練を行った場合に、補助金が支給されます。 

①避難所運営訓練や、自主防災組織が企画した消火・避難・通報・救護救助訓練又はこ

れらを組み合わせた訓練 

②自主防災組織が企画した、避難行動要支援者名簿を活用した訓練 

③自主防災組織が企画した、地区防災計画に基づく訓練 

  ●問合せ先：区役所 総務課 電話６８１－６０１３ Fax６８１－６１６０ 
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１２. 各種届出と連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ わからないことやお困りのこと等がございましたら 

 区役所コミュニティ課までお問い合わせください。 

   なお、お問い合わせ先は裏表紙に記載してあります。 

 

 

１ ごみ収集所を設置する場合や設置場所を変更する場合 

  ごみ収集所を新たに設置する場合、設置場所を変更または廃止する場合には、利用者か

らの申請が必要です。 

  ●問合せ先：東部清掃事務所  電話８７８－０９５６ Fax８７８－０９６０ 

 

２ カーブミラーの新設・修繕 

  カーブミラーの新設や修繕が必要な場合には、下記に連絡してください。 

  ●問合せ先：区役所 くらし応援室  電話６８１－６０２７ Fax６８１－６１６２ 

 

３ 街路灯の修繕・新設の相談など 

  点灯していない街路灯を見つけたときは、管理プレート番号を下記に連絡してください。 

  ●問合せ先：さいたま市公衆街路灯コールセンター 

電話０１２０－１１１－８４０ Fax６６０－３７４３ 

街路灯の新設の相談等については、下記に連絡してください。 

  ●問合せ先：区役所 くらし応援室  電話６８１－６０２７ Fax６８１－６１６２ 

   

 

４ 公道の補修、側溝の清掃、街路樹の剪定等 

  公道の補修、側溝の清掃や側溝の蓋の交換等が必要な場合、公道の街路樹の剪定が必要な

場合は、下記に連絡してください。 

  ●問合せ先：区役所 くらし応援室  電話６８１－６０２７ Fax６８１－６１６２ 
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１３．手話通訳者・要約筆記者派遣について 

  

 

自治会の行事（定例総会や集会など）に、聴覚障害者が参加するときは、手話通訳者や要約筆

記者の派遣が利用できます。 

 

派 遣 時 間   平日・休日・祝日ともに、午前８時から午後９時までの間 

派 遣 範 囲   さいたま市内 

派遣利用料   無料 

受 付 時 間   申し込みは必要とする日の３日前まで 

（緊急の場合はこの限りではありません。）  

月～金曜日：８時３０分～１７時１５分 

土曜日：８時３０分～１２時３０分 

         （日曜日・祝日は休みです）  

派遣依頼先   さいたま市社会福祉協議会 地域福祉課 

         手話通訳者・要約筆記者派遣 直通 

           電 話：０４８（８２３）９５５６、９５５８ 

ＦＡＸ：０４８（８２３）９５５５ 

 

 

１４．法律相談について 

  

さいたま市市民活動サポートセンターで、「法律相談」ができます。 

弁護士が、市民活動に関する相談に「無料」でお答えします。 

 

日 時    毎週木曜日（国民の祝日は除く）  

午後 3 時から午後 7 時まで（最終受付は午後６時まで） 

申 込 方 法    先着順 ※当日、直接、市民活動サポートセンターへお越しください。 

場 所    さいたま市市民活動サポートセンター 

（ＪＲ浦和駅東口徒歩 1 分 コムナーレ 9 階） 

内 容    市民活動に関する相談など 

主 催    さいたま市市民活動サポートセンター 

（指定管理者：公益財団法人さいたま市文化振興事業団） 

協 力    埼玉弁護士会 
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会長を交代された場合は、必ず、新会長に 

お引継ぎくださいますようお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※本冊子では、記載のない限り、電話番号の市外局番は「０４８」です。 

◎お問い合わせ  
見沼区役所コミュニティ課 地域活動係 
〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町 12-36 

   電 話：681-6021 FAX：681-6161 
メール：minumaku-community@city.saitama.lg.jp 

mailto:minumaku-community@city.saitama.lg.jp

